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児童福祉法等の一部を改正する法律（平成28年6月3日公布）の概要 

 全ての児童が健全に育成されるよう、児童虐待について発生予防から自立支援まで一連の対策の更なる強化等を図るため、
児童福祉法の理念を明確化するとともに、母子健康包括支援センターの全国展開、市町村及び児童相談所の体制の強化、里親
委託の推進等の所要の措置を講ずる。 

１．児童福祉法の理念の明確化等 
（1）児童は、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障されること等の権利を有することを明確化する。 
（2）国・地方公共団体は、保護者を支援するとともに、家庭と同様の環境における児童の養育を推進するものとする。 
（3）国・都道府県・市町村それぞれの役割・責務を明確化する。 
（4）親権者は、児童のしつけに際して、監護・教育に必要な範囲を超えて児童を懲戒してはならない旨を明記。 

２．児童虐待の発生予防 
（1）市町村は、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を行う母子健康包括支援センターの設置に努めるものとする。【Ｈ２９．４】 
（2）支援を要する妊婦等を把握した医療機関や学校等は、その旨を市町村に情報提供するよう努めるものとする。【Ｈ２８．１０】 
（3）国・地方公共団体は、母子保健施策が児童虐待の発生予防・早期発見に資することに留意すべきことを明確化する。【公布日（6月3日） 】 

３．児童虐待発生時の迅速・的確な対応 
（1）市町村は、児童等に対する必要な支援を行うための拠点の整備に努めるものとする。【Ｈ２９．４】 
（2）市町村が設置する要保護児童対策地域協議会の調整機関について、専門職を配置するものとする。【Ｈ２９．４】 
（3）政令で定める特別区は、児童相談所を設置するものとする。【Ｈ２９．４】 
（4）都道府県は、児童相談所に①児童心理司、②医師又は保健師、③指導・教育担当の児童福祉司を置くとともに、 
   弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。【Ｈ２８．１０】 
（5）児童相談所等から求められた場合に、医療機関や学校等は、被虐待児童等に関する資料等を提供できるものとする。【Ｈ２８．１０】 

４．被虐待児童への自立支援 
（1）親子関係再構築支援について、施設、里親、市町村、児童相談所などの関係機関等が連携して行うべき旨を明確化する。【Ｈ２８．１０】 
（2）都道府県（児童相談所）の業務として、里親の開拓から児童の自立支援までの一貫した里親支援を位置付ける。【Ｈ２９．４】 
（3）養子縁組里親を法定化するとともに、都道府県（児童相談所）の業務として、養子縁組に関する相談・支援を位置付ける。【Ｈ２９．４】 
（4）自立援助ホームについて、22歳の年度末までの間にある大学等就学中の者を対象に追加する。【Ｈ２９．４】 

（検討規定等） 
○施行後速やかに、要保護児童の保護措置に係る手続における裁判所の関与の在り方、特別養子縁組制度の利用促進の在り方を検討する。 
○施行後２年以内に、児童相談所の業務の在り方、要保護児童の通告の在り方、児童福祉業務の従事者の資質向上の方策を検討する。 
○施行後５年を目途として、中核市・特別区が児童相談所を設置できるよう、その設置に係る支援等の必要な措置を講ずる。 

改正の概要 ※【 】内は施行日 

【公布日（6月3日）】 
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 改正児童福祉法を踏まえた「新たな子ども家庭福祉」の構築 
昭和22年の制度創設以来の抜本的な改正をした改正児童福祉法等の円滑な施行を行うとともに、改正法案の提
出までに結論が出なかった子どもや家庭を巡る諸課題についてスピード感をもって検討する必要がある。更に、
改正児童福祉法等の進捗状況を把握、「新たな子ども家庭福祉」の実現に向けた制度改革全体を鳥瞰するため
に、平成28年7月以降、以下の４つの検討会、ワーキンググループを開催する。 

新たな社会的養育の在り方に関する検討会 

平成28年7月29日から厚生労働大臣の下で検討開始 
【検討事項】 
①改正法の進捗状況把握、「新たな子ども家庭福祉」の実現に 
 向けた制度改革全体を鳥瞰。 
②改正法を踏まえた社会的養育の考え方、家庭養護と家庭的 
 養護の用語の整理・定義の明確化 
③②を踏まえた地域分散化も含めた施設機能のあるべき姿。 
④里親、養子縁組の推進や、在宅養育支援の在り方、これらを 
 踏まえた社会的養育体系の再編 
⑤②～④を踏まえた都道府県推進計画への反映の在り方。 
⑥法の対象年齢を超えて、自立支援が必要と見込まれる18歳 
 以上（年齢延長の場合は20歳）の者に対する支援の在り方。 

平成28年8月8日から検討開始 
【検討事項】 
①児童等に対する必要な支援を行うための拠点機能の 
 あり方、推進方策 
②虐待対応の具体的な支援業務（要支援児童等の情報 
 邸提供、児相からの委託を受けての通所・在宅による 
 指導措置等）を適切に行うために必要な支援方策（ガイ 
 ドライン）や専門人材の養成及び確保方策 等 

平成28年7月25日から法務省、最高裁判所の協力を得て検討開始。 

【検討事項】 
①要保護児童を適切に保護するための措置に係る手続におけ 
 る裁判所の関与の在り方 
②児童の福祉の増進を図る観点からの特別養子縁組制度の利 
 用促進の在り方。 

児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁
組制度の利用促進の在り方に関する検討会 

子ども家庭福祉人材の専門性確保ＷＧ 

平成28年7月29日から検討開始 
【検討事項】 
①平成29年4月1日の改正法施行に向け必要な事項 
  地方自治体等が実施している現行の研修内容・体制 
  の情報収集・分析・検証、児童福祉司等が受講する研 
  修又は任用前講習会のガイドライン策定 等 
②児童相談所等における将来的な専門職のあり方、人 
 材育成等専門性の向上等について十分な検討を行うこ 
 とが必要な事項 
  児童相談所の体制強化（専門職の配置基準、中核 
  市・特別区における設置支援、要保護児童の通告の 
  あり方及び児童相談所の業務のあり方等）に向けた 
  更なる方策 等 

市区町村の支援業務のあり方に関するＷＧ 
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新たな社会的養育の 
在り方に関する検討会 

児童虐待対応における司法関与及び特
別養子縁組制度の利用促進の 

在り方に関する検討会 

子ども家庭福祉人材の 
専門性確保ＷＧ 

市区町村の支援業務の 
あり方に関する検討WG 

 
 
( 

 
 
 

各検討会・ワーキンググループの開催状況等について 

第２回：9月16日（金） 
・各検討会・WGの開催状況 
・法改正後の進捗状況 
 ・関係団体ヒアリング 

座  長：吉田 恒雄 

座  長：奥山 眞紀子 
座長代理：松本 伊智朗 

座  長：山縣 文治 
座長代理：西澤 哲 

座  長：松本 伊智朗 
座長代理：井上 登生 

第１回：7月29 日（金） 
・検討会の開催について 
・意見交換 

第１回：7月25日（月） 
・検討会の開催について 
・意見交換  

第２回：8月31日（水） 
・第１回検討会におけるご指摘事
項等について 

・児童相談所への調査項目（案） 
 について 
・関係団体、有識者ヒアリング 

第１回：7月29日（金） 
・WGの開催について 
・意見交換 

第２回：9月2日（金） 
・児童福祉司スーパーバイザー研
修、児童福祉司任用後研修、児
童福祉司任用前講習会の到達目
標等について 

第１回：8月8日（月） 
・WGの開催について 
・意見交換 

第２回：9月16日（金） 
・今後の進め方のイメージ共有 
・論点整理の確認 
・支援拠点の機能のあり方 

第６回：11月30日（水） 
・関係団体等ヒアリング(追加) 

・各検討会・WGの開催状況 
・個別の論点についての議論 
  

12月～ 
 告示・通知等の作成作業 

第４回：12月９日（金） 
・研修カリキュラム（案）等につ 
 いて（要対協調整機関専門職研修） 

・児童福祉司等の義務研修等の骨  
 子案について 
・共通アセスメントツールについ 
 て 

第３回：10月７日（金） 
・各検討会・WGの開催状況 
・法改正後の進捗状況 
・個別の論点についての議論 
 ・関係団体等ヒアリング 

第３回：9月26日（月） 
・論点ごとの議論 

第３回：10月７日（金） 
・研修カリキュラム（たたき台）  
 等について 
（児童福祉司任用後研修、児童福祉司 

 任用前講習会） 
・到達目標等について 
（児童福祉司スーパーバイザー研修、 

 要対協調整機関専門職研修） 

第３回：10月21日（金) 
・運営指針（たたき台）について 
・意見交換 

第４回：10月21日（金) 
・各検討会・WGの開催状況 
・個別の論点についての議論 
 ・関係団体等ヒアリング 

第４回：10月14日（金） 
・調査結果に基づく争点整理 
・論点ごとの議論 

第４回：11月30日（水） 
・運営指針（素案）について 
・ガイドライン検討事項骨子(案)
等について 

・共通アセスメントツールについ
て 

第５回：10月31日（月） 
・論点ごとの議論 

第５回：11月18日（金） 
・各検討会・WGの開催状況 
・法改正後の進捗状況 
・個別の論点についての議論 

第６回：11月14日（月） 
・論点ごとの議論 

第５回：12月21日（水） 
・運営指針（案）のとりまとめ 
・ガイドライン検討事項（案）に
ついて 

・共通アセスメントツールについ
て 

平成２８年１２月２８日 

第７回 新たな社会的養育の在り方に関する検討会 

資料１ 

第７回：11月28日（月） 
・論点ごとの議論 

第7回：12月28日（水） 
・各検討会・WGの開催状況 
・法改正後の進捗状況 
・個別の論点についての議論 
  

第８回：12月12日（月） 
・児童虐待対応における司法関与
の在り方について（これまでの
議論の整理）（案） 

第９回：12月26日（月） 
・特別養子縁組に関する議論 
・有識者等ヒアリング 

平成28年 
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新たな社会的養育の 
在り方に関する検討会 

児童虐待対応における司法関与及び特
別養子縁組制度の利用促進の 

在り方に関する検討会 

子ども家庭福祉人材の 
専門性確保ＷＧ 

市区町村の支援業務の 
あり方に関する検討WG 

 
 
 

 
 
 

座  長：吉田 恒雄 

座  長：奥山 眞紀子 
座長代理：松本 伊智朗 

座  長：山縣 文治 
座長代理：西澤 哲 

座  長：松本 伊智朗 
座長代理：井上 登生 

第８回：１月13日（金） 
・各検討会・WGの開催状況 
・法改正後の進捗状況 
・個別の論点についての議論 

第10回：１月16日（月） 
・特別養子縁組に関する議論 

平成29年 

２月上旬（予定） 
・ガイドライン（素案）について 

３月中旬（予定） 
・ガイドライン（案）のとりまと
め 

第５回：１月下旬（予定） 
・児童相談所の体制強化に向けた 
 更なる方策についての議論 

4



  

「
新

た
な

社
会

的
養

育
の

在
り

方
に

関
す

る
検

討
会

」
の

開
催

に
つ

い
て

 
 １

．
趣

旨
 

平
成

2
8

年
５

月
2
7

日
に

成
立

し
た

「
児

童
福

祉
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
」
（
平

成
2
8

年

法
律

第
6
3

号
）
に

よ
り

新
設

さ
れ

た
児

童
福

祉
法

第
３

条
の

２
に

お
い

て
、

児
童

が
家

庭
に

お
い

て
健

や
か

に
養

育
さ

れ
る

よ
う

、
保

護
者

を
支

援
す

る
こ

と
を

原
則

と
し

た
上

で
、

家
庭

に
お

け
る

養
育

が
困

難
又

は
適

当
で

な
い

場
合

に
は

、
ま

ず
は

養
子

縁
組

や
里

親
等

へ
の

委
託

を
進

め
る

こ
と

と
し

、
そ

れ

が
適

当
で

な
い

場
合

に
は

、
で

き
る

限
り

、
児

童
養

護
施

設
等

に
お

け
る

小
規

模
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
な

ど

の
良

好
な

家
庭

的
環

境
で

養
育

さ
れ

る
よ

う
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

 

ま
た

、
平

成
2
8

年
３

月
に

取
り

ま
と

め
ら

れ
た

新
た

な
子

ど
も

家
庭

福
祉

の
在

り
方

に
関

す
る

専
門

委
員

会
の

報
告

（
提

言
）
に

お
い

て
社

会
的

養
護

の
利

用
者

等
に

対
す

る
継

続
的

な
支

援
の

仕
組

み

の
整

備
が

必
要

と
さ

れ
て

お
り

、
具

体
的

な
制

度
の

検
討

に
つ

い
て

言
及

さ
れ

て
い

る
。

 

こ
の

た
め

、
厚

生
労

働
大

臣
の

下
に

検
討

会
を

開
催

し
、

改
正

児
童

福
祉

法
等

の
進

捗
状

況
を

把
握

す
る

と
と

も
に

、
「
新

た
な

子
ど

も
家

庭
福

祉
」
の

実
現

に
向

け
た

制
度

改
革

全
体

を
鳥

瞰
し

つ

つ
、

新
た

な
社

会
的

養
育

の
在

り
方

の
検

討
を

行
う

こ
と

と
し

、
併

せ
て

、
こ

れ
を

踏
ま

え
「
社

会
的

養

護
の

課
題

と
将

来
像

」
（
平

成
2
3

年
７

月
）
を

全
面

的
に

見
直

す
。

 
 ２

．
検

討
事

項
 

次
に

掲
げ

る
事

項
を

含
め

、
社

会
的

養
育

の
在

る
べ

き
姿

を
検

討
。

「
社

会
的

養
護

の
課

題
と

将

来
像

」
（
平

成
2
3

年
7

月
）
を

全
面

的
に

見
直

す
こ

と
に

よ
り

、
新

た
な

社
会

的
養

育
の

在
り

方
を

示

す
。

 

（
１

）
改

正
児

童
福

祉
法

等
の

進
捗

状
況

を
把

握
す

る
と

と
も

に
、

「
新

た
な

子
ど

も
家

庭
福

祉
」
の

実

現
に

向
け

た
制

度
改

革
全

体
を

鳥
瞰

 

（
２

）
改

正
児

童
福

祉
法

を
踏

ま
え

た
社

会
的

養
育

の
考

え
方

、
家

庭
養

護
と

家
庭

的
養

護
の

用
語

の
整

理
・
定

義
の

明
確

化
 

（
３

）
（
２

）
を

踏
ま

え
た

地
域

分
散

化
も

含
め

た
施

設
機

能
の

在
る

べ
き

姿
 

（
４

）
里

親
、

養
子

縁
組

の
推

進
や

、
在

宅
養

育
支

援
の

在
り

方
、

こ
れ

ら
を

踏
ま

え
た

社
会

的
養

育

体
系

の
再

編
 

（
５

）
（
２

）
～

（
４

）
を

踏
ま

え
た

都
道

府
県

推
進

計
画

へ
の

反
映

の
在

り
方

 

（
６

）
児

童
福

祉
法

の
対

象
年

齢
を

超
え

て
、

自
立

支
援

が
必

要
と

見
込

ま
れ

る
1
8

歳
以

上
（
年

齢
延

長
の

場
合

は
2
0

歳
）
の

者
に

対
す

る
支

援
の

在
り

方
 

 ３
．

構
成

等
 

 
（
１

）
構

成
員

は
、

別
紙

の
と

お
り

。
 

 
（
２

）
座

長
は

、
必

要
に

応
じ

意
見

を
聴

取
す

る
た

め
、

関
係

者
を

招
聘

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 ４
．

運
営

 

 
（
１

）
厚

生
労

働
大

臣
が

、
学

識
経

験
者

及
び

実
務

者
等

の
参

集
を

求
め

て
開

催
す

る
。

 

 
（
２

）
庶

務
は

、
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

家
庭

福
祉

課
に

お
い

て
行

う
。

 

 
（
３

）
原

則
と

し
て

公
開

と
す

る
。

 

平
成

２
８

年
７

月
２

９
日

 

第
１

回
 

新
た

な
社

会
的

養
育

の
在

り
方

に
関

す
る

検
討

会
 

資
料

１ 

5



  

新
た

な
社

会
的

養
育

の
在

り
方

に
関

す
る

検
討

会
構

成
員

名
簿

 

（
五

十
音

順
、

敬
称

略
）
 

  

相
澤

 
 

仁
 

 
 

 
 
大

分
大

学
福

祉
健

康
科

学
部

 
教

授
 

井
上

 
登

生
 

 
 

 
医

療
法

人
井

上
小

児
科

医
院

 
院

長
 

◎
 

奥
山

 
眞

紀
子

 
 
 

国
立

研
究

開
発

法
人

国
立

成
育

医
療

研
究

セ
ン

タ
ー

 
副

院
長

、
 

こ
こ

ろ
の

診
療

部
長

 

加
賀

美
 

尤
祥

 
 

社
会

福
祉

法
人

山
梨

立
正

光
生

園
 
理

事
長

 

山
梨

県
立

大
学

人
間

福
祉

学
部

 
特

任
教

授
 

上
鹿

渡
 

和
宏

 
 
長

野
大

学
社

会
福

祉
学

部
 
准

教
授

 

塩
田

 
規

子
 

 
 

社
会

福
祉

法
人

救
世

軍
世

光
寮

 
副

施
設

長
 

伊
達

 
直

利
 

 
 

社
会

福
祉

法
人

旭
児

童
ホ

ー
ム

 
理

事
長

 

西
澤

 
哲

 
 

 
 

 
山

梨
県

立
大

学
人

間
福

祉
学

部
 
教

授
 

林
 

 
浩

康
 

 
 

 
日

本
女

子
大

学
人

間
社

会
学

部
 
教

授
 

藤
林

 
武

史
 

 
 

福
岡

市
こ

ど
も

総
合

相
談

セ
ン

タ
ー

 
所

長
 

○
 

松
本

 
伊

智
朗

 
 

北
海

道
大

学
大

学
院

教
育

学
研

究
院

 
教

授
 

山
縣

 
文

治
 

 
 

関
西

大
学

人
間

健
康

学
部

人
間

健
康

学
科

 
教

授
 

  
 

 
◎

：
座

長
、

○
：
座

長
代

理
 

（
合

計
１

２
名

）
 

別
紙
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児
童

虐
待

対
応

に
お

け
る

司
法

関
与

及
び

特
別

養
子

縁
組

制
度

の

利
用

促
進

の
在

り
方

に
関

す
る

検
討

会
の

開
催

に
つ

い
て

１
．

趣
旨

平
成

2
8
年

５
月

2
7
日

に
成

立
し

た
「

児
童

福
祉

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

」（
平

成
2
8
年

法
律

第
6
3
号

）
附

則
第

２
条

第
１

項
で

は
、

児
童

の
福

祉
の

増
進

を
図

る
観

点

か
ら

、
特

別
養

子
縁

組
制

度
の

利
用

促
進

の
在

り
方

に
つ

い
て

検
討

し
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
こ

と
と

さ
れ

て
お

り
、

同
条

第
２

項
で

は
、

要
保

護
児

童
を

適
切

に
保

護
す

る
た

め
の

措
置

に
係

る
手

続
に

お
け

る
裁

判
所

の
関

与
の

在
り

方
に

つ
い

て
、

児
童

虐
待

の
実

態
を

勘
案

し
つ

つ
検

討
し

、
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。

ま
た

、
同

様
の

内
容

が
「

ニ
ッ

ポ
ン

一
億

総
活

躍
プ

ラ
ン

」
（

平
成

2
8

年
６

月
２

日

閣
議

決
定

）
に

お
い

て
も

位
置

付
け

ら
れ

て
い

る
。

こ
れ

ら
を

踏
ま

え
、

上
記

各
事

項
に

つ
い

て
調

査
・

検
討

を
行

う
た

め
、

本
検

討
会

を

開
催

す
る

。

２
．

構
成

等

（
１

）
検

討
会

構
成

員
は

、
別

紙
の

と
お

り
と

す
る

。

（
２

）
検

討
会

に
は

座
長

を
置

く
。

（
３

）
検

討
会

は
、

座
長

が
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

関
係

者
の

参
加

を
求

め
る

こ

と
が

で
き

る
。

（
４

）
検

討
会

は
、

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

が
、

学
識

経
験

者
及

び
実

務

者
等

の
参

集
を

求
め

て
開

催
す

る
。

（
５

）
検

討
会

の
庶

務
は

、
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
総

務
課

が
行

う
。

※
関

係
省

等
：

法
務

省
、

最
高

裁
判

所

３
．

主
な

検
討

事
項

（
１

）
要

保
護

児
童

を
適

切
に

保
護

す
る

た
め

の
措

置
に

係
る

手
続

に
お

け
る

裁
判

所
の

関

与
の

在
り

方

（
２

）
児

童
の

福
祉

の
増

進
を

図
る

観
点

か
ら

の
特

別
養

子
縁

組
制

度
の

利
用

促
進

の
在

り

方

４
．

そ
の

他

検
討

会
は

原
則

公
開

と
す

る
。
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児
童

虐
待

対
応

に
お

け
る

司
法

関
与

及
び

特
別

養
子

縁
組

制
度

の

利
用

促
進

の
在

り
方

に
関

す
る

検
討

会
構

成
員

名
簿

（
五

十
音

順
、

○
座

長
、

敬
称

略
）

岩
崎

美
枝

子
公

益
社

団
法

人
家

庭
養

護
促

進
協

会
理

事

金
子

敬
明

千
葉

大
学

大
学

院
専

門
法

務
研

究
科

教
授

上
鹿

渡
和

宏
長

野
大

学
社

会
福

祉
学

部
准

教
授

、
医

師

久
保

健
二

福
岡

市
こ

ど
も

総
合

相
談

セ
ン

タ
ー

課
長

、
弁

護
士

久
保

野
恵

美
子

東
北

大
学

大
学

院
法

学
研

究
科

教
授

杉
山

悦
子

一
橋

大
学

大
学

院
法

学
研

究
科

准
教

授

床
谷

文
雄

大
阪

大
学

大
学

院
国

際
公

共
政

策
研

究
科

教
授

林
浩

康
日

本
女

子
大

学
人

間
社

会
学

部
教

授

藤
林

武
史

福
岡

市
こ

ど
も

総
合

相
談

セ
ン

タ
ー

所
長

峯
本

耕
治

弁
護

士
（

長
野

総
合

法
律

事
務

所
）

森
口

千
晶

一
橋

大
学

経
済

研
究

所
教

授

山
田

不
二

子
認

定
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人

チ
ャ

イ
ル

ド
フ

ァ
ー

ス
ト

ジ
ャ

パ
ン

理
事

長
、

医
師

山
本

恒
雄

社
会

福
祉

法
人

恩
賜

財
団

母
子

愛
育

会
愛

育
研

究
所

客
員

研
究

員

横
田

光
平

同
志

社
大

学
司

法
研

究
科

教
授

吉
田

彩
東

京
家

庭
裁

判
所

判
事

吉
田

恒
雄

駿
河

台
大

学
学

長

別
紙

○
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「
子

ど
も

家
庭

福
祉

人
材

の
専

門
性

確
保

ワ
ー

キ
ン

グ
グ

ル
ー

プ
」

の
開

催
に

つ
い

て
 

 １
．

趣
旨

 

平
成

２
８

年
５

月
２

７
日

に
成

立
し

た
「

児
童

福
祉

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

」
（

平
成

 

２
８

年
法

律
第

６
３

号
）

で
は

、
児

童
相

談
所

の
体

制
強

化
を

図
る

観
点

か
ら

、
専

門
職

の
配

置
 

を
位

置
付

け
る

と
と

も
に

、
児

童
福

祉
司

等
に

つ
い

て
は

国
が

定
め

る
基

準
に

適
合

す
る

研
修

等
 

を
受

講
す

る
も

し
く

は
修

了
す

る
こ

と
を

義
務

付
け

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

 

 
 
 
 

こ
れ

ら
の

点
を

踏
ま

え
、

児
童

福
祉

司
等

に
義

務
付

け
る

研
修

の
内

容
・

実
施

体
制

等
に

つ
い

て
構

築
す

る
た

め
の

ワ
ー

キ
ン

グ
グ

ル
ー

プ
を

開
催

し
、

国
の

基
準

に
適

合
す

る
実

際
の

研
修

の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

、
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
等

を
定

め
、

児
童

相
談

所
等

の
専

門
性

強
化

を
図

る
た

め
の

検

討
を

行
う

。
 

 ２
．

検
討

事
項

 

次
に

掲
げ

る
事

項
を

中
心

と
し

て
作

業
等

を
行

う
。

 

（
1
）

平
成

２
９

年
４

月
１

日
の

改
正

法
施

行
に

向
け

、
優

先
的

に
検

討
を

進
め

る
こ

と
が

必
要

な
 

事
項

 
 

 
 

 
①

 
地

方
自

治
体

等
が

実
施

し
て

い
る

現
行

の
研

修
内

容
・

体
制

の
情

報
収

集
・

分
析

・
検

証
 

 
 
 

 
②

 
以

下
の

者
が

受
講

す
る

研
修

又
は

任
用

前
講

習
会

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

策
定

等
※

 

 
 

 
 

・
 

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー

を
含

む
児

童
福

祉
司

 

 
 

 
 
・
 

社
会

福
祉

主
事

と
し

て
２

年
以

上
児

童
福

祉
事

業
に

従
事

し
た

者
を

児
童

福
祉

司
と

し

て
任

用
す

る
場

合
の

者
 

 
 

 
 

・
 

要
保

護
児

童
対

策
地

域
協

議
会

の
調

整
機

関
に

配
置

さ
れ

る
専

門
職

 

 
 

 
 

※
 

研
修

科
目

・
時

間
（

講
義

・
実

習
）

、
保

有
資

格
に

応
じ

た
科

目
免

除
の

内
容

、
講

師
の

選
定

基

準
、

研
修

の
実

施
体

制
、

研
修

方
法

な
ど

の
策

定
 

 
(2

) 
児

童
相

談
所

等
に

お
け

る
将

来
的

な
専

門
職

の
あ

り
方

、
人

材
育

成
等

専
門

性
の

向
上

等
に

つ
い

て
十

分
な

検
討

を
行

う
こ

と
が

必
要

な
事

項
 

 
 

 
 
①

 
児

童
相

談
所

の
体

制
強

化
（

専
門

職
の

配
置

基
準

、
中

核
市

・
特

別
区

に
お

け
る

設
置

支
援

、
要

保
護

児
童

の
通

告
の

在
り

方
及

び
児

童
相

談
所

の
業

務
の

在
り

方
等

）
に

向
け

た
更

な
る

方
策

 

 
 

 
 
②

 
児

童
及

び
妊

産
婦

の
福

祉
に

関
す

る
業

務
に

従
事

す
る

者
の

資
質

の
向

上
を

図
る

た
め

の
方

策
（

専
門

性
を

担
保

す
る

た
め

の
資

格
に

関
す

る
検

討
を

含
む

）
 

 
 

 
 
③

 
研

修
の

実
施

体
制

、
研

修
方

法
の

充
実

・
向

上
に

つ
い

て
 

 ３
．

構
成

等
 

 
（

１
）

構
成

員
は

、
別

紙
の

と
お

り
。

 

 
（

２
）

座
長

は
、

必
要

に
応

じ
意

見
を

聴
取

す
る

た
め

、
関

係
者

を
招

聘
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 ４
．

運
営

 

 
（

１
）

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

が
、

学
識

経
験

者
及

び
実

務
者

等
の

参
集

を
求

め

て
開

催
す

る
。

 

 
（

２
）

庶
務

は
、

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
総

務
課

に
お

い
て

行
う

。
 

 
（

３
）

原
則

と
し

て
公

開
と

す
る

。
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子
ど

も
家

庭
福

祉
人

材
の

専
門

性
確

保
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

構
成

員
名

簿
 

（
五

十
音

順
、

敬
称

略
）

 

  

相
澤

 
 

仁
 

 
 

大
分

大
学

福
祉

健
康

科
学

部
 
教

授
 

安
部

 
計

彦
 

 
 

西
南

学
院

大
学

人
間

科
学

部
社

会
福

祉
学

科
 

教
授

 

 
衣

斐
 

哲
臣

 
 

 
和

歌
山

大
学

教
職

大
学

院
 

教
授

 

奥
山

 
眞

紀
子

 
 

国
立

研
究

開
発

法
人

国
立

成
育

医
療

研
究

セ
ン

タ
ー

 
副

院
長

 

こ
こ

ろ
の

診
療

部
長

 

影
山

 
 

孝
 

 
 

東
京

都
児

童
相

談
セ

ン
タ

ー
 

児
童

福
祉

相
談

担
当

課
長

 

坂
入

 
健

二
 

 
 

葛
飾

区
子

育
て

支
援

部
子

ど
も

家
庭

支
援

課
 

主
査

 
 

笹
川

 
宏

樹
 

 
 

奈
良

県
中

央
こ

ど
も

家
庭

相
談

セ
ン

タ
ー

 
所

長
 

鈴
木

 
 

淳
 

 
 

静
岡

県
健

康
福

祉
部

こ
ど

も
未

来
局

こ
ど

も
家

庭
課

こ
ど

も
家

庭
班

 
 

副
班

長
 

 

田
﨑

 
み

ど
り

 
 

横
浜

市
こ

ど
も

青
少

年
局

 
担

当
部

長
 

 
 

横
浜

市
中

央
児

童
相

談
所

 
医

務
担

当
課

長
 

田
中

 
 

哲
 

 
 

東
京

都
立

小
児

総
合

医
療

セ
ン

タ
ー

 
副

院
長

 

○
 

西
澤

 
 

哲
 

 
 

山
梨

県
立

大
学

人
間

福
祉

学
部

 
教

授
 

藤
林

 
武

史
 

 
 

福
岡

市
こ

ど
も

総
合

相
談

セ
ン

タ
ー

 
所

長
 

増
沢

 
 

高
 

 
 

社
会

福
祉

法
人

横
浜

博
萌

会
子

ど
も

の
虹

情
報

研
修

セ
ン

タ
ー

 

 
研

修
部

長
 

八
木

 
安

理
子

 
 

枚
方

市
子

ど
も

総
合

相
談

セ
ン

タ
ー

 
家

庭
児

童
相

談
担

当
課

長
 

◎
 

山
縣

 
文

治
 

 
 

関
西

大
学

人
間

健
康

学
部

人
間

健
康

学
科

 
教

授
 

山
田

 
不

二
子

 
 

認
定

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
チ

ャ
イ

ル
ド

フ
ァ

ー
ス

ト
ジ

ャ
パ

ン
 

理
事

長
 

山
本

 
恒

雄
 

 
 
 
社

会
福

祉
法

人
恩

賜
財

団
母

子
愛

育
会

愛
育

研
究

所
 

客
員

研
究

員
 

 

◎
：

座
長

、
○

：
座

長
代

理
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

合
計

１
７

名
）

 

別
紙
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 「
市
区
町
村
の
支
援
業
務
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
の
開
催
に
つ
い
て
 

  １
．
趣
 
 
旨
 

 
 
平
成

28
年
５
月

27
日
に
成
立
し
た
「
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
（
平
成

28

年
法
律
第

63
号
）
で
は
、
基
礎
的
な
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
市
区
町
村
の
責
務
と
し
て
、
身
近

な
場
所
に
お
け
る
支
援
業
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
明
示
さ
れ
、
施
設
入
所
等
に
至
ら
な
か
っ
た

児
童
へ
の
在
宅
支
援
を
中
心
と
し
た
、
身
近
な
場
所
で
児
童
・
保
護
者
を
積
極
的
に
支
援
し
、

児
童
虐
待
の
発
生
予
防
等
を
図
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 
こ
の
た
め
、
標
記
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
開
催
し
、
改
正
児
童
福
祉
法
を
踏
ま
え
た
市
区
町

村
の
支
援
業
務
の
具
体
的
な
内
容
や
あ
り
方
等
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
 

 ２
．
検
討
事
項
 

 
 
次
に
掲
げ
る
事
項
を
中
心
と
し
て
調
査
・
検
討
を
行
う
。
 

（
１
）
市
区
町
村
が
児
童
等
に
対
す
る
必
要
な
支
援
を
行
う
た
め
の
拠
点
機
能
の
あ
り
方
、
推
進

方
策
 

（
２
）
市
区
町
村
が
虐
待
対
応
の
具
体
的
な
支
援
業
務
（
要
支
援
児
童
等
の
情
報
提
供
、
児
童

相
談
所
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
の
通
所
・
在
宅
に
よ
る
指
導
措
置
等
）
を
適
切
に
行
う
た
め

に
必
要
な
支
援
方
策
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
や
専
門
人
材
の
養
成
及
び
確
保
方
策
 

（
３
）
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の
更
な
る
活
用
等
に
よ
る
関
係
機
関
の
連
携
強
化
 

（
４
）
市
区
町
村
に
お
け
る
総
合
的
な
支
援
体
制
の
強
化
の
あ
り
方
 

 ３
．
構
 成

 員
 

（
１
）
構
成
員
は
、
別
紙
の
と
お
り
。
 

（
２
）
座
長
は
、
必
要
に
応
じ
意
見
を
聴
取
す
る
た
め
、
関
係
者
を
招
聘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 ４
．
運
 
 
営
 

（
１
）
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
が
、
学
識
経
験
者
及
び
実
務
者
等
の
参
集
を

求
め
て
開
催
す
る
。
 

（
２
）
庶
務
は
、
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
総
務
課
虐
待
防
止
対
策
推
進
室
に
お
い

て
行
う
。
 

（
３
）
原
則
と
し
て
公
開
と
す
る
。
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 市
区
町
村
の
支
援
業
務
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
構
成
員
名
簿
 

（
五
十
音
順
、
敬
称
略
）
 

 

安
部
 
計
彦
 
 
 
西
南
学
院
大
学
人
間
科
学
部
社
会
福
祉
学
科

 
教
授
 

○
井
上
 
登
生
 
 
 
医
療
法
人
井
上
小
児
科
医
院
 
院
長
 

奥
山
 
千
鶴
子
 
 
NPO

法
人
子
育
て
ひ
ろ
ば
全
国
連
絡
協
議
会

 
理
事
長
 

奥
山
 
眞
紀
子
 
 
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
 
副
院
長
、
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
こ
ろ
の
診
療
部
長
 

加
賀
美
 
尤
祥
 
 
社
会
福
祉
法
人
山
梨
立
正
光
生
園

 
理
事
長
 

 
 
 
 
 
 
 
 
山
梨
県
立
大
学
人
間
福
祉
学
部
 
特
任
教
授
 

加
藤
 
曜
子
 
 
 
流
通
科
学
大
学
人
間
社
会
学
部
人
間
健
康
学
科
 
教
授
 

北
村
 
 
充
 
 
 
愛
知
県
豊
橋
市
こ
ど
も
未
来
部
こ
ど
も
家
庭
課
主
査
 

後
藤
 
慎
司
 
 
 
大
分
県
立
二
豊
学
園
 
園
長
 

佐
伯
 
裕
子
 
 
 
三
鷹
市
子
ど
も
政
策
部
子
育
て
支
援
課
婦
人
相
談
員
・
母
子
父
子
自
立
 

支
援
員
 

新
澤
 
拓
治
 
 
 
社
会
福
祉
法
人
雲
柱
社
 

鈴
木
 
秀
洋
 
 
 
日
本
大
学
危
機
管
理
学
部
 
准
教
授
 

高
松
 
絵
里
子
 
 
北
海
道
中
標
津
町
町
民
生
活
部
子
育
て
支
援
室
長
 

◎
松
本
 
伊
智
朗
 
 
北
海
道
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
院

 
教
授
 

𠮷
澤
 
み
ど
り
 
 
渋
谷
区
保
健
所
幡
ヶ
谷
保
健
相
談
所
保
健
指
導
主
査
 

渡
辺
 
好
恵
 
 

  さ
い
た
ま
市
高
等
看
護
学
院
主
幹
兼
専
任
教
員
 

 ◎
：
座
長
、
○
：
座
長
代
理
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
合
計
１
５
名
）
 

別
 
紙
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民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律

 
（
平
成

2
8
年

1
2
月

16
日
公
布
）
の
概
要
 

  一
 
目
的

 

 
・
養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
事
業
を
行
う
者
に
つ
い
て
許
可
制
度
を
導
入

 

 
・
業
務
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
規
制

 

 
→
 
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
保
護
、
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
よ
る
適
正
な
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
の

促
進

 

 
⇒
 
児
童
の
福
祉
の
増
進

 

二
 
定
義

 

 
「
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
」：
養
親
希
望
者
と

1
8
歳
未
満
の
児
童
と
の
間
の
養
子
縁
組
を
あ
っ
せ
ん
す
る
こ
と

 

 
「
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
」：
許
可
を
受
け
て
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
を
業
と
し
て
行
う
者

 

三
 
児
童
の
最
善
の
利
益
等
 

 
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
は
、

 

 
①
 
児
童
の
最
善
の
利
益
を
最
大
限
に
考
慮
し
、
こ
れ
に
適
合
す
る
よ
う
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
②
 
可
能
な
限
り
日
本
国
内
に
お
い
て
児
童
が
養
育
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
よ
う
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

四
 
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
及
び
児
童
相
談
所
の
連
携
及
び
協
力
、
 
五
 
個
人
情
報
の
取
扱
い

 

   
民
間
の
事
業
者
が
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、

 

（
こ
れ
ま
で
）
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
の
届
出
→
（
新
法
）
許
可
制
度
を
導
入

 

 
 
許
可
基
準
（
営
利
目
的
で
養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
事
業
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
等
）、
手
数
料
、
 

 
 
帳
簿
の
備
付
け
・
保
存
・
引
継
ぎ
、
第
三
者
評
価
、
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
対
す
る
支
援
等
に
つ
い
て
定
め
る
。
 

  一
 
相
談
支
援

 

二
 
養
親
希
望
者
・
児
童
の
父
母
等
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
の
申
込
み
等
 

三
 
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
養
親
希
望
者
（
研
修
の
修
了
の
義
務
付
け
等
）
 

四
 
児
童
の
父
母
等
の
同
意
（
養
親
希
望
者
の
選
定
、
面
会
、
縁
組
成
立
前
養
育
の
各
段
階
で
の
同
意
（
同
時
取
得
可
）
）
 

五
 
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
養
育

 

六
 
縁
組
成
立
前
養
育

 

七
 
養
子
縁
組
の
成
否
等
の
確
認

 

八
 
縁
組
成
立
前
養
育
の
中
止
に
伴
う
児
童
の
保
護
に
関
す
る
措
置

 

九
 
都
道
府
県
知
事
へ
の
報
告
（
あ
っ
せ
ん
の
各
段
階
に
お
け
る
報
告
義
務
）

 

十
 
養
子
縁
組
の
成
立
後
の
支
援
、

 
十
一
 
養
親
希
望
者
等
へ
の
情
報
の
提
供
 

十
二
 
秘
密
を
守
る
義
務
等
、
 
十
三
 
養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
責
任
者

 

  一
 
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
）
指
針

 

二
 
（
都
道
府
県
知
事
か
ら
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
対
す
る
）
指
導
及
び
助
言
、
報
告
及
び
検
査

 

三
 
（
国
・
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
）
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
制
度
の
周
知

 

  無
許
可
で
養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
事
業
を
行
っ
た
者
等
に
つ
い
て
、
罰
則
を
規
定

 

  施
行
期
日
（
原
則
公
布
の
日
か
ら
２
年
以
内
）
、
経
過
措
置
、
検
討

 

第
一
 
総
則
 

第
二
 
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
の
許
可
等

 

第
五
 
罰
則
 

第
六
 
そ
の
他
 

第
三
 
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
業
務

 

第
四
 
雑
則
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許可制度導入後の民間あっせん機関による養子縁組あっせんの仕組み（大まかなイメージ） 

都道府県（指定都市・中核市・児相設置市） 

児童相談所 

家庭裁判所 

養親希望者 

○許可申請 
○事業廃止等の届出 
 ⇒廃止した場合の都道府県又は他の民間 
  あっせん機関への帳簿の引継ぎ 
○事業報告書の提出 
○あっせんの各段階における報告 

１申込み 

養子縁組成立後の支援 

⑧審判 → 特別養子縁組成立 

⑦実親の同意確認 

④縁組成立前養育 
子 

（養子候補者） 

養子候補者 

⑥特別養子縁組の申請 

３相談支援 
あっせんの 

各段階における 
実親の同意確認 

実親 

③相談支援 
 研修の実施 

⑤監護状況の 
 把握 

⑨養子縁組成 
 立後６月間 
 の監護状況 
 の確認 

①申込み 
養親候補者 

1. ＿＿＿ 
2. ＿＿＿ 
3. ＿＿＿ 

民間あっせん機関 

②受付 

○養子縁組あっせん責任者の配置 ○一定の手数料 
○児童の適切な養育に関する措置 ○業務の質の評価 
○帳簿の備付け・保存      ○守秘義務 など 

養子候補者 
1. ＿＿＿ 
2. ＿＿＿ 
3. ＿＿＿ 

２受付 

 実親 
（特定妊婦の  

   場合を含む） 

養親希望者 
（国内優先の原則） 

児童に関する養子縁組の相談支援を実施 

○許可・許可の更新 
○監督 
 ⇒改善命令 
  許可の取消し等 
○報告命令・検査 
○指導・助言 
○必要な支援措置 

相互連携・協力 
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